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第１章 計画策定の趣旨等 

１ 趣旨 

 2016年 4月 1日に施行された自殺対策基本法の一部を改正する法律（以下、「改正自殺対

策基本法」という。）に基づき、自殺対策に関し、市や関係者の責務を明らかにするととも

に、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進し、自殺の

防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって市民が健康で生きがいを

持って暮らすことができ、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に寄与すること

を目的として、「いのち支える三島市自殺対策計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置付け 

 改正自殺対策基本法第 3条第 2項（地方公共団体の責務）及び第 13条第 2項（市町村自

殺対策計画等）の規定に基づき、第 4次三島市総合計画の分野別計画として、自殺総合対策

大綱及び静岡県自殺対策計画である「いのち支える“ふじのくに”自殺総合対策行動計画」

との整合性を図りながら策定するものです。 

 

３ 計画の期間 

 国が推進すべき自殺対策の指針として定められる自殺総合対策大綱がおおむね 5 年を目

途に見直しを行うことから、国の動きや自殺の実態、社会状況の変化等を踏まえる形で、

2019年から 2023年までを計画期間として内容の見直しを行います。 

 

４ 目標 

（１）目指すべき姿 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指します。 

（２）数値目標 

国は 2026年までに 2015年と比べて自殺死亡率（人口 10万人当たりの自殺者数）を 30％

以上減少させ、先進諸国の水準まで減少させることを目標としています。 

こうした国の方針を踏まえつつ、本市でも数値目標として、2026 年までに自殺死亡率を

おおむね 30％程度減少させ、国の数値目標である自殺死亡率 13.0以下を目指します。 

 

国  2015年  2026年 

 自殺死亡率 10万人当たり 18.5人 → 10万人当たり 13.0人以下 

 自殺者数 24,025人 → 16,000人以下 

     

三島市  2012～2016年平均  2026年 

 自殺死亡率 10万人当たり 17.8人 → 10万人当たり 13.0人以下 

 自殺者数 20人 → 14人以下 
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第２章 三島市における自殺の特徴 

１ 自殺の現状 

（１）自殺者数・自殺死亡率の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 29年度版「自殺対策白書」 

 

国内の自殺者数は、1998年（平成 10年）の急増以降年間 3万人超と高止まりしていまし

たが、2010年（平成 22年）以降 7年連続して減少し、2015年（平成 27年）には 1998年の

急増前以来の水準となりました。しかし、依然として毎年 2万人以上の人が自殺で命を落と

しています。 

 

 

 

出典：地域自殺実態プロファイル（2017） 
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図１ 国内の自殺者数の推移 

図２ 三島市の自殺者数の推移 
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自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」によると、本市の 2016

年の自殺者数は 20人でした。2010年からの自殺者数は、20人前後で推移しており、男女別

では男性の方が多い傾向が見られます。 

 

 

 

出典：地域自殺実態プロファイル（2017） 

 

 三島市の自殺死亡率は、年により変動がありますが、全国や静岡県と同程度の水準で推移

しています。 

 

 

 

出典：市町村自殺計画策定の手引き（厚生労働省） 

 

 主要国の自殺死亡率については、ロシアが高く 21.8で、日本は 19.5となっています。国

際比較では日本の自殺死亡率は高く、特に女性の自殺死亡率の高さが目立っています。 
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図４ 自殺死亡率の国際比較 
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（２）三島市の自殺の現状 
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出典：地域自殺実態プロファイル（2017） 

 

 2012年から 2016年までの合計で、性別、年代別、職業の有無、同居者の有無で分類した

三島市の自殺の概要です。自殺者数が多く割合の高い上位 5区分は次の表のとおりです。 

 

 

上位５区分 
自殺者数 

5年計 
割合 

自殺死亡率 

(10万対) 
背景にある主な自殺の危機経路** 

1位:男性 40～59歳有職同居 15 15.0% 24.6 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕

事の失敗→うつ状態→自殺 

2位:女性 60歳以上無職同居 10 10.0% 14.8 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

3位:男性 60歳以上無職同居 8 8.0% 19.4 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）

＋身体疾患→自殺 

4位:男性 20～39歳有職同居 7 7.0% 19.2 
職場の人間関係／仕事の悩み(ブラック企業)

→パワハラ＋過労→うつ状態→自殺 

5位:女性 40～59歳無職同居 7 7.0% 19.0 
近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ病→自

殺 

順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。 
*自殺死亡率の母数(人口)は平成 27年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計した。 
**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にした。 

 

出典：地域自殺実態プロファイル（2017） 
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図５ 三島市の自殺の概要（男女別） 

表１ 三島市の自殺の概要（男女別）の上位区分 
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2012年から 2016年までの自殺者数の合計では、自殺者数が最も多い区分は「男性 40～

59歳有職同居」で 15人、次いで「女性 60歳以上無職同居」が 10人となっています。 

 

 

区分 
指標 

(自殺死亡率) 
ランク 

総数１） 17.8  － 
20歳未満１） 2.0  ★a 
20歳代１） 22.1  ★ 
30歳代１） 20.2  －a 
40歳代１） 22.9  － 
50歳代１） 22.8  － 
60歳代１） 23.0  － 
70歳代１） 17.5  － 
80歳以上１） 18.9  － 
男性１） 22.6  － 
女性１） 13.3  ★ 
若年者(20～39歳)１） 21.0  ★a 
高齢者(70歳以上)１） 18.0  － 
勤務・経営２） 17.3  － 
無職者・失業者２） 37.1  － 
ハイリスク地３） 85%/-15 － 
自殺手段４） 34% － 

 
参考表１）指標の各ランクの下限と中央値（H24～H28合計） 

指標 ★★★ ★★ ★ 中央値 
総数（自殺死亡率 10万対） ～31.2 ～26.2 ～21.5 20.0 
20歳未満（自殺死亡率 10万対） ～ 5.6 ～ 3.5 ～ 1.5 0.0 
20歳代（自殺死亡率 10万対） ～35.2 ～26.9 ～19.1 16.2 
30歳代（自殺死亡率 10万対） ～39.8 ～29.2 ～21.4 18.7 
40歳代（自殺死亡率 10万対） ～44.6 ～33.9 ～25.2 22.0 
50歳代（自殺死亡率 10万対） ～48.1 ～38.4 ～28.8 25.5 
60歳代（自殺死亡率 10万対） ～41.6 ～32.3 ～25.1 22.6 
70歳代（自殺死亡率 10万対） ～50.2 ～37.6 ～27.8 24.3 
80歳以上（自殺死亡率 10万対） ～57.7 ～42.6 ～29.5 25.1 
男性（自殺死亡率 10万対） ～46.6 ～38.1 ～30.8 28.5 
女性（自殺死亡率 10万対） ～20.4 ～15.9 ～12.6 11.5 
若年者(20～39歳、自殺死亡率 10万対） ～34.7 ～26.7 ～20.9 18.7 
高齢者(70歳以上、自殺死亡率 10万対) ～48.4 ～37.6 ～28.3 25.9 
勤務・経営 (20～59歳、自殺死亡率 10万対） ～32.7 ～24.8 ～18.9 17.0 
無職者・失業者 (20～59歳、自殺死亡率10万対） ～81.0 ～59.7 ～43.5 38.8 

※市区町村について全国市区町村に対するランクを評価 

 

出典：地域自殺実態プロファイル（2017） 

 

2012年から 2016年までの三島市の自殺死亡率を、区分ごとに全国市区町村の自殺死亡率

と比べてみると、「20 歳未満」、「20 歳代」、「女性」、「若年者(20～39 歳)」の区分が、全国

の上位 20～40％で高い水準となっています。 

注釈 

 

１）自殺統計にもとづく自殺死亡率（10万対）。

自殺者数１人の増減でランクが変わる場合は

ランクにａをつけた。 

２）特別集計にもとづく 20～59歳を対象とした自

殺死亡率（10万対）。自殺者数１人の増減で

ランクが変わる場合はランクにａをつけた。 

３）自殺統計にもとづく発見地÷住居地（％）と

その差（人）。自殺者（発見地）1人の減少で

ランクが変わる場合はランクにａをつけた。 

４）自殺統計もしくは特別集計にもとづく首つり

以外の自殺の割合（%）。首つり以外の割合が

多いと高い。 

 ランク 
★★★／☆☆ 上位 10%以内 
★★／☆ 上位 10～20% 

★ 上位 20～40% 
－ その他 

 

表２ 三島市の自殺の特性の評価 
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44%

20%

36%

19人以下 20～49人 50人以上

 

自殺者数 
原因・動機

不詳者数 

原因・動機 

特定者数 
    

100 人 35 人 65 人     

 

  
 

   

健康問題 家庭問題 
経済・生活

問題 
勤務問題 男女問題 学校問題 その他 

42 人 8 人 17 人 14 人 7 人 0 人 8 人 

出典：自殺統計（警察庁） 

 

2012年から 2016年までの自殺者 100人のうち、原因・動機が特定できた者 65人（1人

3つまで計上）の原因・動機件数では、健康問題が最も多く 42人となっており、次いで経

済・生活問題が 17人、勤務問題が 14人となっています。 

 

 

 

出典：地域自殺実態プロファイル（2017） 

 

 2012年から 2016年までの合計で、有職者の自殺の内訳では、自営業者に比べて、被雇用

者の方が多く、県割合や全国割合と比較しても高くなっています。 

 

 

事業所割合                  従業者割合 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地域自殺実態プロファイル（2017） 

 

 市内の事業所のうち 97％が労働者数 50人未満の小規模事業所となっています。また、市

内従業者の 64％が小規模事業所に勤務しています。 

職業 自殺者数 割合 (参考)県割合 (参考)全国割合

自営業・家族従業者 5人 11.9% 18.4% 21.4%

被雇用者・勤め人 37人 88.1% 81.6% 78.6%

合計 42人 100.0% 100.0% 100.0%

91%

6% 3%

19人以下 20～49人 50人以上

表３ 三島市の自殺者の原因動機別件数 

表４ 有職者（職を持っている人）の自殺の内訳 

図６ 三島市の事業所規模別事業所／従業員割合 
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出典：地域自殺実態プロファイル（2017） 

 

 2012年から 2016年までの合計で、60歳以上の者の自殺の内訳では、男女ともに 70歳代

及び 80歳以上に比べて、60歳台の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地域自殺実態プロファイル（2017） 

 

2012年から 2016年までの合計で、自殺の手段別の人数です。3人のうち 2人が首つりに

より命を落としています。練炭等が 12人で、飛降りが 12人です。その他にはガス、感電、

焼身、刃物及び入水等が含まれます。 

 

  

あり なし あり なし あり なし あり なし

60歳代 7 3 19.4% 8.3% 19.9% 10.0% 18.1% 10.7%

70歳代 4 3 11.1% 8.3% 16.5% 5.8% 15.2% 6.0%

80歳以上 1 1 2.8% 2.8% 9.2% 2.6% 10.0% 3.3%

60歳代 6 3 16.7% 8.3% 11.1% 2.5% 10.0% 3.3%

70歳代 3 1 8.3% 2.8% 10.0% 2.9% 9.1% 3.7%

80歳以上 2 2 5.6% 5.6% 7.5% 1.9% 7.4% 3.2%

女性

合計 36 100% 100%

全国割合

100%

県割合
同居人の有無

(割合)

同居人の有無

（人数）年齢階級性別

男性

表５ 60歳以上の自殺の内訳 

図７ 三島市の手段別の自殺者数 

66人
12人

12人

10人

首つり

練炭等

飛降り

その他
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（３）年代別に見た死亡原因の状況 

 

 

 

出典：静岡県自殺総合対策行動計画 

 

 静岡県における年齢階級別死因順位を見てみると、10歳代、20歳代、30歳代の第 1位が

自殺となっています。 

  

【総数】

死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合

10-19歳 自殺 13 32.5 不慮の事故 10 25 悪性新生物 4 10

20-29歳 自殺 65 46.1 不慮の事故 24 17 悪性新生物 19 13.5

30-39歳 自殺 76 31.8 悪性新生物 65 27.2 心疾患 21 8.8

40-49歳 悪性新生物 202 31.4 自殺 115 17.9 心疾患 88 13.7

50-59歳 悪性新生物 551 42.9 心疾患 152 11.8 脳血管疾患 130 10.1

60-69歳 悪性新生物 1996 49.1 心疾患 438 10.8 脳血管疾患 326 8

70-79歳 悪性新生物 3176 39.9 心疾患 962 12.1 脳血管疾患 737 9.3

80歳以上 悪性新生物 4702 18.9 老衰 3899 15.7 心疾患 3746 15.1

【男性】

死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合

10-19歳 自殺 9 28.1 不慮の事故（同数1位） 9 28.1 悪性新生物／先天奇形 3 9.4

20-29歳 自殺 53 50 不慮の事故 21 19.8 悪性新生物 8 7.5

30-39歳 自殺 61 38.9 悪性新生物 29 18.5 不慮の事故 18 11.5

40-49歳 悪性新生物 97 23.1 自殺 86 20.5 心疾患 67 16

50-59歳 悪性新生物 288 35 心疾患 120 14.6 脳血管疾患 88 10.7

60-69歳 悪性新生物 1296 46.3 心疾患 339 12.1 脳血管疾患 241 8.6

70-79歳 悪性新生物 2113 40.9 心疾患 634 12.3 脳血管疾患 467 9

80歳以上 悪性新生物 2605 24.1 心疾患 1437 13.3 肺炎 1220 11.3

【女性】

死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合

10-19歳 自殺 4 50 悪性新生物 1 12.5 不慮の事故（同数2位） 1 12.5

20-29歳 自殺 12 34.3 悪性新生物 11 31.4 不慮の事故 3 8.6

30-39歳 悪性新生物 36 43.9 自殺 15 18.3 心疾患 8 9.8

40-49歳 悪性新生物 105 47.1 自殺 29 13 心疾患 21 9.4

50-59歳 悪性新生物 263 57.2 脳血管疾患 42 9.1 心疾患 32 7

60-69歳 悪性新生物 700 55.3 心疾患 99 7.8 脳血管疾患 85 6.7

70-79歳 悪性新生物 1063 38.1 心疾患 328 11.8 脳血管疾患 270 9.7

80歳以上 老衰 2880 20.5 心疾患 2309 16.5 悪性新生物 2097 14.9

年齢階級別
第1位 第2位 第3位

第1位 第2位 第3位
年齢階級別

年齢階級別
第1位 第2位 第3位

表６ 年齢階級別死因順位（静岡県／2016年） 
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（４）市民意識調査の結果 

 

 

 

※静岡県県政世論調査では、「最近 1年以内に自殺したいと思ったことがある」と「1年以上前に自殺したいとおもった

ことがある」の重複回答が可 

※厚生労働省国民意識調査では、「自殺したいと思ったことがあるが時期については未回答」が 0.2％ 

 

2018 年度（平成 30 年度）に実施した市民意識調査にて、「あなたは、これまでの人生の

中で、本気で自殺をしたいと考えたことがありますか。」の質問に対して、「最近 1年以内に

自殺したいと思ったことがある」が 3.1％、「1年以上前に自殺したいと思ったことがある」

が 14.1％、「自殺したいと思ったことがない」が 79.6％でした。 

本調査とは別の厚生労働省の国民意識調査及び静岡県県政世論調査における同質問の結

果と比較すると自殺したいと思ったことがある割合は低くなっています。 

 

  

4.5%

3.3%

3.1%

18.9%

14.4%

14.1%

63.0%

77.8%

79.6%

13.4%

5.3%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

厚生労働省国民意識調査（2016年10月）

静岡県県政世論調査（2017年6月）

三島市市民意識調査（2018年8月）

最近1年以内に自殺したいと思ったことがある

1年以上前に自殺したいと思ったことがある

自殺したいと思ったことがない

無回答

市民意識調査の概要 

 

調査地域  三島市全域 

調査対象  三島市在住の 18歳以上の男女 

標本数   2,000人 

抽出方法  単純無作為抽出 

調査方法  郵送調査、インターネット調査 

調査期間  平成 30年 5月 14日から 5月 31日まで 

図８ 平成 30年度市民意識調査の結果 
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同調査では、自殺したいと思ったことがあると回答した割合が高いのは、男女別では、「女

性」、年齢別では「30代」、職業別では「会社員・公務員」、居住地区では「旧市内」となっ

ています。 

１年以上前に自

殺したいと思っ

たことがある

最近１年以内に

自殺したいと

思ったことがあ

る

自殺したいと

思ったことがな

い

無回答 全  体

157 35 888 36 1116

14.1 3.1 79.6 3.2 100.0

60 16 396 10 482

12.4 3.3 82.2 2.1 100.0

94 18 464 19 595

15.8 3.0 78.0 3.2 100.0

13 3 50 1 67

19.4 4.5 74.6 1.5 100.0

29 5 82 3 119

24.4 4.2 68.9 2.5 100.0

41 7 141 7 196

20.9 3.6 71.9 3.6 100.0

35 7 138 1 181

19.3 3.9 76.2 0.6 100.0

25 8 196 7 236

10.6 3.4 83.1 3.0 100.0

12 5 264 14 295

4.1 1.7 89.5 4.7 100.0

2 - 16 - 18

11.1 - 88.9 - 100.0

69 13 271 6 359

19.2 3.6 75.5 1.7 100.0

7 1 42 2 52

13.5 1.9 80.8 3.8 100.0

26 5 118 4 153

17.0 3.3 77.1 2.6 100.0

24 3 143 7 177

13.6 1.7 80.8 4.0 100.0

4 - 17 - 21

19.0 - 81.0 - 100.0

18 11 224 11 264

6.8 4.2 84.8 4.2 100.0

4 - 40 2 46

8.7 - 87.0 4.3 100.0

59 19 264 8 350

16.9 5.4 75.4 2.3 100.0

34 5 199 7 245

13.9 2.0 81.2 2.9 100.0

24 2 159 3 188

12.8 1.1 84.6 1.6 100.0

27 5 182 7 221

12.2 2.3 82.4 3.2 100.0

居

住

地

区

旧市内

北上

錦田

中郷

無職

その他

職

業

農林漁業

会社員・公務員

商工自営業・自由

業

パート・アルバイト

専業主婦・専業主

夫

学生

年

齢

10代・20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

全  体

性

別

男性

女性

問　現在、自殺予防対策が求められておりますが、あなたは、これまでの人生の中

で自殺をしたいと思ったことがありますか。（〇は一つ）

表７ 平成30年度市民意識調査の結果(性別、年代別、職業別、居住地区別) 
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（５）自殺の原因（危機経路） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社会が多様化する中で、地域生活の現場で起きる問題は複雑化・複合化しています。複雑

化・複合化した問題が最も深刻化したときに自殺が起きるとされています。 

 図９にあるとおり、危機要因の一つひとつは、日常生活の中に見られるありふれた問題で

あることから、自殺は誰にでも起こり得る危機で、決して特別なことではないことが分かり

ます。 

  

出典：市町村自殺対策計画策定の手引（厚生労働省） 

図９ 自殺の危機要因イメージ図 
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出典：自殺実態白書（NPO法人ライフリンク） 

 

 図１０は、NPO法人ライフリンクが行った自殺の実態調査から見えてきた「自殺の危機経

路」です。自殺の背景には様々な「危機要因」が潜んでおり、平均すると４つの要因が連鎖

して引き起こされていることや自殺に至る理由が決して単純ではないことが分かりました。 

 まるの大きさは要因の発生頻度を表しています。まるが大きいほど、その要因が抱えられ

ていた頻度が高いということです。また矢印の太さは、要因と要因の連鎖の因果関係の強さ

を表しています。矢印が太いほど、因果関係が強いということです。 

 このことから、特定の要因への対策だけでは効果が薄く、様々な分野からの複数の要因へ

の総合的な対策が求められます。 

  

図１０ 自殺の危機経路 
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２ 課題 

 

○本市の自殺者数は、年間 20人前後で推移しており、男女別では、男性の方が多くなって

います。（図２） 

 

○本市の自殺死亡率は、年により変動があり、過去 5年では、2か年で全国平均や県平均を

上回っています。（図３） 

 

○年代別自殺者数では、男性では 40～59歳、女性では 60歳以上が最も多くなっています。

（図５） 

 

○性別、年代別、職業の有無、同居者の有無での分類では、自殺者数の多い順に次の傾向が

見られます。（表１） 

①男性 40～59歳有職同居の区分が最も多く、過労や仕事上の悩みなどがうかがわれる 

②女性 60歳以上無職同居の区分が次に多く、加齢による病気などがうかがわれる 

③男性 60歳以上無職同居の区分がその次に多く、生活苦や病気などがうかがわれる 

 

○本市の自殺の特性では、20歳未満、20歳代、女性、若年層（20～39歳）の区分で自殺死

亡率が全国市区町村の中で上位 20～40％になっています。（表２） 

 

○原因動機別件数では、健康問題が最も多く、次いで経済・生活問題、勤務問題が多くなっ

ています。（表３） 

 

○有職者の自殺の内訳では、自営業・家族従業者に対する被雇用者・勤め人の割合が、全国

割合や県割合に比べて高くなっています。（表４） 

 

○60歳以上の自殺の内訳では、全国・県割合と比べて、60歳代の割合が高くなっています。

（表５） 

 

○手段別の自殺者数では、3人のうち 2人が首つりを手段として選択しています。（図７） 

 

○市民意識調査では、「最近 1 年以内に自殺したいと思ったことがある」と「1 年以上前に

自殺したいと思ったことがある」の割合が、全国・県割合より低くなっています。（図８） 
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第３章 自殺対策の基本理念、基本認識、基本方針 

１ 自殺対策の基本理念 

 

 

 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけで

なく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があること

が知られています。このため、自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自殺の

リスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすこと

を通じて、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で推進するものです。 

自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて確認し、「いのち支える自殺対策」

という理念を前面に打ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指

します。 

 

２ 自殺対策の基本認識 

 

 

 

自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく、人が命を絶たざるを得ない状

況に追い込まれるプロセスとして捉える必要があります。様々な悩みが原因で心理的に追

い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられなかったり、社会とのつながりの減少や生きてい

ても役に立たないという役割喪失感から、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負

担感から、危機的な状態にまで追い込まれたりする過程と見ることができます。 

自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、大多数は、様々な悩みにより心理的

に追い詰められた結果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等の精神疾患を

発症していたりと、これらの影響により正常な判断を行うことができない状態となってい

ることが明らかになっています。 

このように、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、「自殺は、その多くが追い込まれ

た末の死」ということができます。自殺が個人的な問題として捉えられるべきものではなく、

その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な問題として捉える必要があ

ります。 

 

 

 

国内の自殺者数は、1998年（平成 10年）の急増以降年間 3万人超と高止まりしていまし

たが、2010 年（平成 22 年）以降 7 年連続して減少し、2015 年（平成 27 年）には 1998 年

（平成 10年）の急増前以来の水準となりました。自殺者数の内訳を見ると、この間、男性、

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す  

基本認識１ 
自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、 

防ぐことができる社会的な問題 

基本認識２ 
自殺者数は減少傾向にあるが、 

非常事態はいまだ続いている 
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特に中高年男性が大きな割合を占める状況は変わっていませんが、自殺死亡率は着実に低

下してきており、また、高齢者の自殺死亡率の低下も顕著です。 

しかし、若年層では、20 歳未満は自殺死亡率が 1998 年（平成 10 年）以降おおむね横ば

いであることに加えて、20歳代や 30歳代における死因の第一位が自殺であり、自殺死亡率

も他の年代に比べてピーク時からの減少率が低くなっており、非常事態はいまだ続いてい

ると言わざるをえません。 

 

 

 

 2016年（平成 28年）に自殺対策基本法が改正され、都道府県及び市町村は、大綱及び地

域の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定することとなりました。地域自殺対策計画

を策定するにあたり、国から地域特性ごとに類型化した自殺対策事業案の提供を受け、それ

ぞれの計画に取り込み、自殺対策事業を推進していきます。その後、地方公共団体等が実施

した自殺対策事業の成果等を国で分析して、さらに精度の高い事業案を地方公共団体等に

還元することとしています。 

 自殺総合対策とは、このようにして、国と地方公共団体等が協力しながら、全国的なＰＤ

ＣＡサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させながら推進していく取組です。 

 

３ 自殺対策の基本方針 

 

 

 

＜社会全体の自殺リスクを低下させる＞ 

自殺は、その多くが防ぐことができるものであり、社会の努力で避けることのできる死で

あると考えられます。経済・生活問題、健康問題、家庭問題等「生きることの阻害要因」の

うち、失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の見直し

や相談・支援体制の整備という社会的な取組により解決が可能です。また、健康問題や家庭

問題等一見個人の問題と思われる要因であっても、医療機関への受診や専門家への相談を

促す等、社会的な支援の手を差し伸べることにより解決できる場合もあります。 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、防ぐことができる社会的な問題であると

の基本認識の下、生きることの包括的な支援として、社会全体の自殺リスクを低下させると

ともに、一人ひとりの生活を守るという姿勢で自殺対策に取り組みます。 

 

＜生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす＞ 

個人においても、「生きることの促進要因」より「生きることの阻害要因」が上回ったと

きに自殺リスクが高くなります。言い換えれば、「生きることの阻害要因」となる失業や多

重債務、生活苦等を抱えていたとしても、自己肯定感や良好な人間関係等「生きることの促

基本認識３ 
地域レベルの実践的な取り組みを 

ＰＤＣＡサイクルを通じて推進 

基本方針１ 生きることの包括的な支援として推進する 
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進要因」が上回れば、自殺リスクが必ずしも高くなるわけではありません。 

自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促進要因」

を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で、生きることの包

括的な支援として推進します。 

生きることの阻害要因…過労、生活困窮、育児・介護疲れ、いじめ、孤立 

健康問題、家庭問題、人間関係の問題、児童虐待、性暴力被害、 

ひきこもり、性的マイノリティ、失業、倒産、多重債務、 

長時間労働 

生きることの促進要因…自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力 等 

 

 

 

 

＜様々な分野の施策等との連携を強化する＞ 

自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域や職場など様々な要因

と個人や家族の状況などが複雑に関係しており、自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だ

けでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。特に経済面での支援は、生

活困窮者自立支援制度においても共通する部分が多く、双方の連携が重要です。 

このような包括的な取組を実施するために、様々な分野の施策や組織の密接な連携を推

進します。 

 

＜精神保健医療福祉施策との連携＞ 

自殺の危険性を高める背景にある経済・生活の問題、福祉の問題、家族の問題など様々な

問題に包括的に対応し、あわせて精神的に不安定な場合、誰に対しても適切な精神保健医療

福祉施策を速やかに提供します。 

 

＜地域共生社会の実現に向けた施策との連携＞ 

地域において、複合的な課題を抱え自ら相談に行くことが困難な人などを早期に発見し、

確実に支援していくため、地域住民と公的な関係機関の協働による包括的な支援体制づく

りを進める必要があります。 

こうした地域共生社会の実現に向けた施策は、包括的な支援体制の整備を図ること、市民

も参加する地域づくりとして展開すること、状態が深刻化する前の早期発見や複合的課題

に対応するための関係機関のネットワークづくりが重要であることなど、自殺対策と共通

する部分が多くあることから、一体的に取り組み、効果的かつ効率的に施策の展開に取り組

みます。 

  

基本方針２ 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 
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＜対人支援・地域連携・社会制度の対策を連動させる＞ 

自殺対策に係る個別の施策は、以下に分けて考え、これらを有機的に連動させることで、

総合的に推進します。 

１）個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人支援」 

２）問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行うための関係機関等による実務連

携などの「地域連携」 

３）法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる「社会制度」 

 これは、市民の暮らしの場を原点としつつ、「様々な分野の対人支援を強化すること」と、

「対人支援の強化等に必要な地域連携を促進すること」、更に「地域連携の促進等に必要な

社会制度を整備すること」を一体的なものとして連動して行っていくという考え方（三階層

自殺対策連動モデル）です。 

 

 

 

出典：市町村自殺対策計画策定の手引（厚生労働省） 

  

図１１ 三階層自殺対策連動モデル 

基本方針３ 対応の段階に応じた対策を効果的に連動させる 
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＜事前・危機・事後の各段階に応じた効果的な施策を講じる＞ 

自殺対策を行うにあたり、介入する時期としては３つの段階（事前・危機・事後）があり、

以下の段階ごとに効果的な施策を講じます。 

１）事前対応：自殺の危険性が低い段階で、心身の健康の保持増進についての取組、自殺

や精神疾患等についての正しい知識の普及啓発等対応を行うことや、命や

暮らしの危機に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具

体的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、つらいときや苦しいときの助けの

求め方を学ぶこと、孤立を防ぐための居場所づくり等を推進していくこと 

２）危機対応：現に起こりつつある自殺発生の危険に介入し、自殺を発生させないこと 

３）事後対応：不幸にして自殺や自殺未遂が生じてしまった場合に家族や職場の同僚等に

与える影響を最小限とし、新たな自殺を発生させないこと 

 

 

 

 

＜自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成する＞ 

2018 年（平成 30年）に実施した市民意識調査によると、「自殺したいと思ったことがあ

る」と回答している方が 17.2％いるなど、今や自殺の問題は一部の人や地域の問題ではな

く、市民誰もが当事者となり得る重大な問題となっています。 

しかし、危機に陥った人の心情や背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景

への一般的理解を深めることや、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当で

あるということが、社会全体の共通認識となるように、引き続き積極的に普及啓発を行いま

す。 

 

＜精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進する＞ 

精神疾患や精神科医療に対する偏見が残されていることから、精神科を受診することに

抵抗を感じる人がいます。特に、自殺者が多い中高年男性やＳＯＳを出すのに抵抗のある若

年層は、心の問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵抗から問題を深刻化しがち

と言われています。 

自殺を考えている人は、死にたいという気持ちと生きたいという気持ちとの間で揺れ動

いております。そして、不眠、原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを発してい

ることが多いです。身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき、必

要な場合は、精神科医等の専門家につなぐことができる「ゲートキーパー」の養成等の施策

を実践し、あわせて広報活動、教育活動等に取り組みます。 

  

基本方針４ 実践と啓発を両輪として推進する 
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「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには、国、県、市町、関係団

体、企業、市民等が連携・協働して、自殺対策を総合的に推進することが必要です。そのた

め、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化した上で、相互の連携・協働の仕組

みを構築することが重要です。 

自殺総合対策における国、県、市町、関係団体、企業及び市民の果たすべき役割は以下の

ように考えられます。 

＜国＞ 

自殺対策を総合的に策定し、実施する責務を有する国は、各主体が自殺対策を推進するた

めに必要な基盤の整備や支援、関連する制度や施策における自殺対策の推進、国自らが全国

を対象に実施することが効果的・効率的な施策や事業の実施等を行います。また、各主体が

緊密に連携・協働するための仕組みの構築や運用を行います。 

 また、全ての都道府県及び市町村が地域自殺対策計画に基づいた自殺対策を推進するた

めの支援を国が行い、国と地方公共団体が協力しながら、全国的なＰＤＣＡサイクルを通じ

て、自殺対策を常に進化させながら推進します。 

＜県、市町＞ 

地域の実情に応じた施策を策定し、実施する責務を有する県、市町は、大綱及び地域の実

情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定し、地域における各主体の緊密な連携・協働に努

めながら自殺対策を推進します。 

＜関係団体＞ 

保健、医療、福祉、教育、労働、法律その他の自殺対策に関係する専門職の職能団体や大

学・学術団体、各種業界団体・民間団体は、自殺対策に取り組むことの重要性に鑑み、それ

ぞれの活動内容の特性等に応じて積極的に自殺対策に参画します。 

＜企業＞ 

企業は、労働者の心の健康の保持及び生命身体の安全の確保を図ることなどにより自殺

対策において重要な役割を果たせること、ストレス関連疾患や勤務問題による自殺は、結果

として企業の活力や生産性の低下をもたらすことを認識し、積極的に自殺対策に参画します。 

＜市民＞ 

市民は、自殺は、「その多くが追い込まれた末の死」であり、自殺に追い込まれるという

危機は「誰にでも起こり得る危機」であって、その場合には誰かに援助を求めることが適当

であるという認識を深めます。 

また、危機に陥った人の心情や背景が理解されにくい現実も踏まえ、そうした心情や背景

への理解を深めるよう努めつつ、自らの心の不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対

処することができるようにします。 

自殺が社会全体の問題であり自身の問題にもなりうることを理解し、「誰も自殺に追い込

まれることのない社会の実現」のため、主体的に自殺対策に取り組みます。 

  

基本方針５ 
国、県、市町、関係団体、企業及び市民の役割を 

明確化し、その連携・協働を推進する 
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第４章 生きる支援施策 

１ 施策体系 

 本市の自殺対策は、大きく２つの施策で構成されています。 

 全国的に実施されるべきナショナルミニマムとして、全ての市町村で共通して取り組む

ことが望ましいとされる「基本施策」と、本市の自殺の実態を踏まえて優先的に取り組むこ

とが望ましい「重点施策」。これらの全ての事業が「生きる支援施策」です。 

 「基本施策」は、「地域におけるネットワークの強化」や「自殺対策を支える人材の育成」

など、自殺や自殺死亡率の多寡にかかわらず、地域で自殺対策を推進する上で欠かせない取

組です。 

「重点施策」は、本市の自殺の多い集団である「高齢者」や「生活困窮者」に対する取組

と、自殺のリスク要因となっている「勤務・経営」関係に対する取組、さらに若年層への対

策を重視した未来ある「子ども・若者」向けの取組です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す 

 

１：生きることの包括的な支援として推進する 

２：関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

３：対応の段階に応じた対策を効果的に連動させる 

４：実践と啓発を両輪として推進する 

５：国、県、市町、関係団体、企業及び市民の役割を明確化し、 

その連携・協働を推進する 

 

子ども・若者の自殺 
対策の推進 

高齢者の自殺対策の 
推進 

生活困窮者支援と自殺 
対策との連動性の向上 
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※生きる支援施策一覧については、【参考資料】参照 

 

 

 

(1)庁内における連携・ネット

ワークの強化 

(2)地域におけるネットワーク

の強化 

(3)特定の問題に関する連携・

ネットワークの強化 

 

 

 

(1)様々な職種を対象とする研修 

(2)市民に対する研修 

(3)学校教育・社会教育に関わる

人への研修 

 

 

 

(1)リーフレット等啓発グッズの

作成と周知 

(2)市民向け講演会やイベントの

開催 

(3)メディア媒体を活用した啓発

活動 

(4)地域や学校と連携した情報の

発信 

 
 

 

(1)いきがい、居場所づくり活動 

(2)自殺リスクを抱える可能性のある人への支援 

(3)自殺未遂者への支援 

(4)遺された人への支援 

(5)大規模災害発生時における被災者の支援 

 

 

(1)学校等における SOSの出し方に関する教育の実施 

(2)SOSの出し方に関する教育に対する理解の促進 

 

 

 

(1)市内事業者や労働者・家族に対する心身の健

康づくりの普及啓発 

(2)勤務問題に関わる相談体制を強化 

(3)健康経営に資する取組の推進 

 

 

(1)高齢者とその支援者に対する支援先情報の周知 

(2)支援者の「気づき」の力を高める 

(3)高齢者がいきがいと役割を実感できる地域づくり

の推進 

 

 

(1)生活困窮者に対する「生きることの包括的な支援」

の強化 

(2)支援につながっていない人を早期に支援へとつな

ぐための取組 

(3)多分野の関係機関が連携・協働する基盤の整備 

 

 

(1)いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

(2)若者の抱えやすい課題に着目した学生・生徒

等への支援の充実 

(3)経済的困難を抱える子ども等への支援の充実 

(4)ICTを活用した若者へのアウトリーチの強化 

(5)若者自身が身近な相談者になるための取組 

(6)社会全体で若者の自殺のリスクを低減させる

ための取組 

基本施策１ 

地域におけるネットワーク

の強化 

基本施策２ 

自殺対策を支える人材の育成 

基本施策３ 

市民への啓発と周知 

基本施策４ 

生きることの促進要因への支援 

基本施策５ 

児童生徒の SOSの出し方に関する教育 

重点施策１ 

勤務問題に関わる自殺への対策の推進 

重点施策２ 

高齢者の自殺対策の推進 

重点施策３ 

生活困窮者支援と自殺対策との連動性の向上 

重点施策４ 

子ども・若者の自殺対策の推進 
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２ 基本施策 

 

 

 

本市の各分野の関係課や既存の各種連絡会議、関係団体と連携して、自殺対策に関連付け

総合的かつ効率的に「誰も自殺に追い込まれることのない三島市」の基盤づくりを推進しま

す。 

 

(1)庁内における連携・ネットワークの強化 

 

①自殺対策庁内連絡会の開催 

全庁的な取り組みとして、本市の各分野の関係課が組織横断的に連携し、総合的かつ

効果的な対策を推進するため、自殺対策庁内連絡会を開催します。 

 

②各種関連計画へ自殺対策を盛り込む 

自殺予防対策に関連性の高い各種計画策定の際には自殺対策を連動させ､総合的かつ

効率的に自殺対策を進めます。 

○主な計画 

 

 

 

 

(2)地域におけるネットワークの強化 

 

①自殺対策連絡協議会（仮称）の開催の検討 

生きる支援を行っている地域の関係団体の実態把握に努め、関係団体と緊密に連携

し、自殺対策を総合的に推進するため、関係団体及び市で構成する自殺対策連絡協議会

（仮称）を立ち上げます。 

 

②相談部門担当課、相談機関等でのネットワーク会議、連絡会の充実 

各領域で開催されるネットワーク会議や連絡会等において関係機関と連携して地域課

題を共有、解決し、自殺リスクの軽減を図ります。 

○主な会議等 

 

 

 

  

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

健康づくり計画、地域福祉計画、子ども・子育て支援事業計画、障害者計画、 

高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、 

健康づくり推進協議会、精神保健福祉連絡会、生活困窮者自立支援ネットワーク会議、 

子どもを守る地域ネットワーク会議、障がい児・者発達支援庁内連絡会、 

地域ケア推進会議、青少年問題協議会、地域コミュニティ連絡会 
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(3)特定の問題に関する連携・ネットワークの強化 

 

①うつ病やアルコール依存症、統合失調症など精神疾患の方は自殺リスクが高い傾向が

あるため、適切な医療に結び付けられるよう、県とも協力し、専門医療機関やかかりつ

け医との連携を図ります。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

周囲の人の自殺の危険を示すサインに気づき、困難を抱える人の心情を踏まえた適切な

対応を図ることができる「ゲートキーパー」の役割を担う人材を養成し、自殺予防に対する

意識を高め、自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図ります。 

 

(1)様々な職種を対象とする研修 

 

①市職員向けゲートキーパー養成講座の開催 

職員研修として講座を実施し、窓口における各種相談対応のみでなく、業務の機会を利

用することで、自殺のリスクを抱えた市民を早期に発見し、支援へとつなぐ役割を担える

ようにします。また、担当業務で関わる関係者に講座の受講の呼びかけを行います。 

 

②専門職向けゲートキーパー養成講座の開催 

保健、医療、福祉、経済、労働など様々な分野において相談や支援等を行う各種職能団

体や専門職従事者に対し、ゲートキーパー研修の受講を推奨します。 

 

(2)市民に対する研修 

 

①出前講座や町内別の健康講座等を活用し、一般市民向けにゲートキーパー養成講座を

開催し、地域で身近な支え手となる市民への自殺予防の意識を高め、地域における見守

り体制を強化します。 

 

②地域市民の身近な相談相手である民生・児童委員や地域活動団体等を対象にゲートキ

ーパー養成講座を開催し、広く地域にゲートキーパーの人材確保と養成を進めます。 

○主な対象 

 

 

基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

精神保健に関する相談や訪問指導 

保健委員会、民生・児童委員、ファミリーサポート提供会員、地域活動団体、 

公園ボランティア、地域花壇づくり団体 
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(3)学校教育・社会教育に関わる人への研修 

 

①国の動向を踏まえ、県と連携し、教職員等に対して、生徒指導関連の研修等で自殺対策

への理解を促進する教材の配布や情報提供を行います。 

 

②県と連携し、児童生徒の身近な存在である教職員にゲートキーパーの研修会に参加し

てもらうことで、生徒の悩みの相談に応じることのできる人材を育成し、児童生徒の心

の育成や相談しやすい環境の整備を図ります。 

 

 

 

 

市民との様々な接点を活かして、相談機関等に関する情報を提供するとともに、講演会等

を開催し、自殺や精神疾患に対する誤解や偏見を払拭し、危機に陥った際には適切に対処す

ることができるよう普及啓発活動を展開します。 

また、市民が自らの心の不調や周りの人の心の不調に気づき、適切に対処できるための教

育や啓発を図ります。 

 

(1)リーフレット等啓発グッズの作成と周知 

 

①各種手続きや相談のための窓口を訪れた市民や講座に参加した市民に対し、生きる支

援に関する様々な情報や相談先を掲載したリーフレット等を配布することで、市民に対

する周知を図ります。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

 

②地域のネットワーク会議などの構成員や関係機関の職員など様々な分野の支援者のほ

か、各種相談に訪れる市民に対し、リーフレット等を配布し、市民に対する情報周知を

図ります。 

  

基本施策３ 市民への啓発と周知 

窓口相談、犯罪被害者相談、外国籍市民相談、重複他受診者訪問指導、 

出前講座、人権相談事業、民生・児童委員活動、地域支援事業、家族介護教室、 

納税相談、いじめ電話相談 
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(2)市民向け講演会やイベントの開催 

 

①9 月の自殺予防週間や 3 月の自殺対策強化月間を中心に、自殺予防に関連する様々な

講演会や講座等を開催し、市民への正しい理解を深めます。また、自殺と関連する課題

をテーマに開催される講演会やイベント、出前講座では、自殺問題にも触れ、自殺対策

への理解と啓発を図ります。 

 

(3)メディア媒体を活用した啓発活動 

 

①県と協力し、自殺予防週間に三島駅前等にて自殺予防街頭キャンペーンを実施し、普

及啓発を継続的に行います。 

 

②自殺予防週間や自殺対策強化月間に広く市民の目に留まるよう、市役所玄関や図書館

等市内の様々な施設を活用して、自殺対策に関する啓発用ブースを設置し、パネルやリ

ーフレットを掲示し、啓発を図ります。 

 

③広報みしま、三島市ホームページ、FMみしま・かんなみ、有線テレビ、各種 SNSを活

用し、自殺対策関連の情報を掲載、発信することで市民への施策の周知、理解の促進を

図ります。 

 

(4)地域や学校と連携した情報の発信 

 

①自治会・町内会へ回覧等で情報発信を行うことにより、自殺の実態やゲートキーパー

の役割等について、市民の理解の促進を図ります。 

 

②地域全体で児童生徒への見守りを進め、生活行動等の変化に早期に気づくことができ

るよう、ＰＴＡや地域の関係団体と連携した普及啓発活動に努めます。また、いじめの

問題やこころのケア等と関連付ける形で自殺の実態や自殺のリスク等についても取り上

げて学習する機会の検討・調整を進めます。 
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自殺に追い込まれるリスクを低下させるため、「生きることの阻害要因」を減らす取り組

みに加えて、「生きることの促進要因」を増やす取り組みを進めます。 

地域のあらゆる相談窓口が「ハイリスク者への包括的支援の入口」になれるような関係づ

くりを進めます。 

 

(1)いきがい、居場所づくり活動 

 

①孤立のリスクを抱える恐れのある人を対象とした居場所づくりの提供と周知を図りま

す。また、家族に対しての支援を実施し、負担軽減を図ります。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

②事業を通して、いきがい・絆づくりの場を提供し生きることの促進要因を強化します。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

(2)自殺リスクを抱える可能性のある人への支援 

 

①悩みを抱える人だけでなく、悩みを抱える人を支援する家族や地域の支援者が、様々

な相談が受けられるよう、相談体制の充実を図るとともに、それぞれが抱え込む問題の

組合せに応じて、支援策を連動させられるよう、相談機関や窓口間の連携を図ります。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

ようこそ三島で子育て応援サロン、地域子育て支援センター事業、 

地域支援事業（保護者間交流）、認知症家族会、家族介護教室、認知症カフェ、 

ふれあい教室（適応教室）の設置 

みしまおうちごはんの日啓発事業、健幸マイレージ事業、地域活動育成支援事業、

職域スポーツ応援事業、子どもは地域の宝事業、公園ボランティア、 

地域花壇づくり、地域コミュニティ連絡会 

精神保健に関する相談や訪問指導、母子手帳交付時妊婦相談、 

生活保護施行に関する事務、家庭児童相談、女性相談、 

子育てコンシェルジュ相談事業、基幹相談支援センター事業、 

高齢者総合相談事業（シルバーコンシェルジュ）、介護相談、 

高齢者くらし相談事業（街中ほっとサロン）、地域包括支援センター相談業務、 

スクールソーシャルワーカー派遣、青少年相談 
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②ハイリスク者を支える事業の提供を進めるとともに、対応する中で自殺リスクを早期

に発見し適切な支援につなぐ役割を担います。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

 

 

(3)自殺未遂者への支援 

 

①自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐために、県と協力し、自殺未遂者及びその家族等

身近な人に対しての相談、支援体制の強化を図ります。 

 

②県の「精神科救急情報ダイヤル」による電話相談や「静岡いのちの電話」等、緊急時

の相談事業について情報提供に努めます。 

 

(4)遺された人への支援 

 

①県と協力し、市のホームページ、広報及び相談窓口で自死遺族のための各種相談先の

情報や相談会、自死遺族のつどい「東部わかちあい すみれの会」等の情報周知に努め

ます。 

 

②死亡届時に配布する「死亡に伴う手続きのご案内」に、こころの相談窓口情報を案内

します。 

 

③学校や職場等における重大な事件や事故等の直後に、周りの方に対応し PTSDなどの

二次的障害を未然に防ぐため、静岡県こころの緊急支援チームと連携しながら適切に対

応します。 

 

(5)大規模災害発生時における被災者の支援 

 

①大規模災害発生時には、様々なストレスにさらされ自殺のリスクが高まることから、

県と協力し、被災者の支援を行う体制の整備に努めます。 

  

休日・夜間診療事業、産後ケア事業、生活保護各種扶助事務、自立相談支援事業、 

児童扶養手当支給事務、保育所への入所事務、障害福祉サービス支給決定事務、 

児童発達支援事業、養護老人ホームへの入所、中小企業資金融資事業、 

住宅セーフティネット事業、道路及び河川使用の適正化指導、 

ストレスチェックの実施 
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 自分がかけがえのない大切な存在であることに気づくとともに、社会において直面す

る様々な困難やストレスへの対処方法を身に付けるための教育（SOS の出し方に関する教

育）や心の健康の保持に係る教育を推進するとともに、教育機関外の関係機関においても児

童生徒の生きることの促進要因を増やす取り組みを進めます。 

 

(1)学校等における SOSの出し方に関する教育の実施 

 

①命の尊さについて考える一環として、出前教育等で児童生徒を対象にした心の健康や

SOS の出し方に関する教育を実施します。 

 

②学校を通じて、心の健康や SOS発信についての情報や様々な相談先についての情報を

まとめたリーフレットを配布し、児童生徒、養護教諭及び教職員等への自殺対策の理解

を深めます。 

 

③児童生徒とその保護者の抱える様々な相談に対応します。 

○主な事業 

 

 

 

 

(2)SOSの出し方に関する教育に対する理解の促進 

 

①児童生徒とその保護者の抱える様々な悩みの相談に対応する教育機関以外の関係機関

に対して、心の健康や SOS発信についての情報提供を行い、理解の促進と受け皿として

の相談の強化を図ります。 

○主な事業 

 

 

 

  

基本施策５ 児童生徒の SOSの出し方に関する教育 

スクールソーシャルワーカー派遣事業、ふれあい教室（適応教室）の設置、 

いじめ電話相談 

 

育児相談・健康相談、家庭児童相談、女性相談、青少年相談 
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３ 重点施策 

 

 

  

4ページ表１のとおり、三島市では男性 40～59歳有職同居の区分の自殺者数が最も多く、

過労や仕事上の悩みなどが伺われること、また 6 ページ表４のとおり、有職者のうち自営

業・家族従事者に比べ、被雇用者・勤め人の割合が国、県に比べて高い状況から、勤務問題

に関わる自殺への対策は最重要課題となっています。 

一方、6ページ図６のとおり、三島市内の事業所のうち 96％が労働者数 50人未満の小規

模事業所であり、市内従事者の 64％が小規模事業所に勤務しています。小規模事業所では

メンタルヘルス対策に遅れがあることが指摘されており、関係機関との連携による小規模

事業所への働きかけを優先的に進めます。 

 

(1)市内事業者や労働者・家族に対する心身の健康づくりの普及啓発 

 

①職場環境の改善やメンタルヘルス対策についての普及啓発を図るとともに、個々の健

康づくりの一環として、健康診査の受診勧奨を推進します。 

○主な事業 

 

 

 

 

②労働者の家族や同僚などの周囲の人が早期に体調の変化に気づくように、中小企業で

の講座や地域での講座にてゲートキーパーについて普及啓発を行います。 

 

③企業等への出前講座や経営支援等に関するセミナー等において、長時間労働、ハラス

メント、職場の人間関係等様々な勤務問題に発する自殺リスクに関する普及啓発やリー

フレット等を配布して周知を図ります。 

○主な事業 

 

 

  

重点施策１ 勤務問題に関わる自殺への対策の推進 

健康診査、特定健診、がん検診等の受診勧奨、出前健康講座、 

職員のメンタルヘルス研修事業、ストレスチェックの実施 

出前講座、経営支援等に関するセミナー開催、女性活躍促進ネットワーク形成事業 
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 (2)勤務問題に関わる相談体制の強化 

 

①長時間労働、ハラスメント及び職場の人間関係等様々な勤務問題に端を発する自殺の

リスクを低減させるために、関係機関と連携を図り、労働者や経営者を対象とした各種

相談支援の充実及び相談窓口の普及啓発を推進します。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

 (3)健康経営に資する取組の推進 

 

①スマートウエルネスみしまアクションプランと連動した健康経営に関するセミナー等

の開催やワーク・ライフ・バランスについての啓発活動により、労働者一人ひとりが心

身共に健康でやりがいをもって働き続けることのできる職場環境づくりを積極的に推進

し、勤務問題による自殺のリスクが生まれないよう環境を整えていきます。 

○主な事業 

 

 

 

  

国民健康保険・国民年金等に係る窓口相談での支援先の案内、 

Ｍ-ステによるワンストップ相談窓口、内職・女性就労相談の充実、 

中小企業資金融資事業の実施 

健康経営に関する事業、ワーク・ライフ・バランスの啓発活動、 

職域スポーツ応援事業 
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三島市では、４ページ表１のとおり女性 60 歳以上無職同居の区分の自殺者数が 2 番目、

男性 60 歳以上無職同居の区分がその次に多く、特に女性 60 歳以上の自殺者の割合は国、

県に比べても多い状況です。高齢者の自殺の要因については、加齢による病気や生活苦など

が伺われること、また、社会的役割の喪失、孤立感・孤独感や介護疲れによるうつ病の問題

等高齢者特有の課題があることを踏まえつつ、支援を検討する必要があります。 

そのため、高齢者を支える家族や介護者等支援者に対する支援も含めた地域包括ケアシ

ステムの実現等の施策と連動した高齢者支援と地域づくりを進めます。 

 

 

(1)高齢者とその支援者に対する支援先情報の周知 

 

①高齢者やその家族、支援者に対して行う各種事業において、相談情報や相談先が掲載

されたリーフレット等や関連する既存の資料に新たに自殺に関する情報や相談先を加え

た物を配布し、高齢者が抱え込みがちな様々な悩みや問題に対応する相談、支援機関の

存在を伝える取り組みを進めます。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

 

(2)支援者の「気づき」の力を高める 

 

①高齢者の日常生活を支援する家族や支援者が、日々の暮らしの中で自殺のリスクに早

期に気づき、必要な支援につなぐことができるよう、家族や支援者を対象としたゲート

キーパー養成研修の実施や受講の勧奨を行います。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

  

重点施策２ 高齢者の自殺対策の推進 

後期高齢者医療制度に係る窓口受付・相談事務、民生・児童委員活動、 

高齢者総合相談事業、養護老人ホームへの入所、地域包括支援センター相談業務、 

高齢者くらし相談事業、介護相談、消費者教育推進事業、 

シルバーハウジング生活支援、住宅セーフティーネット事業 

重複他受診者訪問指導、後期高齢者医療制度に係る窓口受付・相談事務、 

民生・児童委員活動、高齢者総合相談事業、養護老人ホームへの入所、 

地域包括支援センター相談業務、高齢者くらし相談事業、 

認知症サポーター養成事業、介護相談、消費者教育推進事業 
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 (3)高齢者がいきがいと役割を実感できる地域づくりの推進 

  

①高齢者の社会貢献やいきがいづくりを促進するとともに、高齢者が集い、話や相談が

できるサロンや認知症カフェ等、悩みを抱えた人の孤立を防ぐための居場所づくりと周

知に努めます。 

○主な事業 

 

 

 

②個々の相談や事業、会議にて保健、医療、介護、福祉、生活などに関する様々な関係

機関や団体、民間事業所等との連携を推進し、包括的な支援体制を整備します。 

 

 

 

  

 ６ページ表３のとおり、三島市における 2012 年から 2016 年までの自殺者数 100 人のう

ち、「経済・生活問題」を理由とする自殺者の数は 17人となっており、「健康問題」を理由

とする自殺者の数 42人の次に多くなっています。一般的に生活困窮の状態に陥る背景とし

て、労働、多重債務、介護、精神疾患、依存症、知的障がい、発達障がい、虐待、性暴力被

害、被災避難、性的マイノリティ等の多様かつ広範な問題を複合的に抱えていることが多く、

また、地域からも孤立しやすい傾向があります。 

 生活困窮者自立支援制度の自立相談支援等と連動させて、生活困窮の状態にある者や生

活困窮に至る可能性のある者が自殺に追い込まれないよう関係機関と連携し支援を行う必

要があります。 

 

(1)生活困窮者に対する「生きることの包括的な支援」の強化 

 

①様々な問題を抱えた生活困窮者に対して、適切な相談支援や事業を行い、関係機関相

互の連携を推進します。 

○主な事業 

 

 

 

 

○主な関係機関 

 

 

重点施策３ 生活困窮者支援と自殺対策との連動性の向上 

みしまおうちごはんの日啓発事業、介護予防・生活支援サービス事業、 

認知症家族会、家族介護教室、認知症カフェ、地域コミュニティ連絡会、 

生活保護施行に関する事務、生活保護各種扶助事務、生活保護（法外補助）事務、 

生活困窮者自立支援事業（自立相談支援、住宅確保給付金、一時生活支援事業、

子どもの学習支援事業、就労準備支援事業等）、市民相談事業、市民法律相談 

三島市生活支援センター、三島市社会福祉協議会、ハローワーク 
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②生活困窮者の支援者が、日々の業務の中で自殺のリスクに早期に気づき、相互に必要な支

援につなぐことができるよう、ゲートキーパー養成研修の実施や受講の勧奨を行います。 

 

(2)支援につながっていない人を早期に支援へとつなぐための取組 

 

①生活苦に陥っている人の中には、支援のための制度につながらず自殺のリスクを抱え

込んでしまうこともあるため、支援を必要としている人へのアウトリーチを強化します。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

②職員等のゲートキーパーの養成を通じ、通常の業務の中でサービスを提供する側から

自殺のリスクに早い段階から気づき支援へつなぐための取り組みを進めます。 

 

(3)多分野の関係機関が連携・協働する基盤の整備 

 

①他分野の関係機関が連携し、「生きることの包括的な支援」を推進するための取り組

みのしくみについて検討します。必要なケースについてはその都度関係各課と連携して

ケース検討や会議を実施し、支援の方向性について検討をしていきます。 

 

  

児童扶養手当支給、納税相談、滞納整理に関する業務、 

市営住宅管理事業（入居管理等、収納事務）、管理地のパトロール、 

道路及び河川使用の適正化指導に関する事務（ホームレスや不審車両等への対応） 
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子ども・若者の自殺対策としては、児童生徒、大学生、10歳代から 30歳代の有職者、無

職者、非正規雇用者等の対象者を念頭に対策を進める必要があり、そのライフスタイルや生

活の場に応じた対応が求められます。また、幼少期における貧困、虐待等の体験、親と離死

別等や生きづらさの体験は将来の自殺リスクを高める要因になりかねません。 

自殺の背景にあるとされるさまざまな問題は人生で誰もが直面し得る危機であり、そう

した問題への対処方法や支援先に関する正確な情報を早い時期から身に付けてもらうこと

で、将来の自殺リスクへの低減にもつながると考え、対策を進めます。 

 

(1)いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

 

①学校での問題に起因する子どもの自殺の一因としていじめは深刻な課題であることか

ら、その兆候をいち早く把握し対応できるよう、関係機関が緊密に連携して、きめ細や

かな支援を行います。 

○主な事業 

 

 

 

 (2)若者の抱えやすい課題に着目した学生・生徒等への支援の充実 

 

①子どもや若者が周囲との人間関係、進学・就職といった進路、家庭内の悩み等様々な

困難やストレスに直面した際に、一人で抱え込むことなく気軽に相談ができるよう、教

育機関内にとどまらず、相談体制を強化します。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

②教育機関と地域の連携に努めます。 

○主な事業 

 

  

重点施策４ 子ども・若者の自殺対策の推進 

外国籍市民相談、いじめ電話相談 

母子保健・精神保健事業、精神保健福祉総合相談、ひきこもり個別相談、依存相談、 

家庭児童相談、放課後児童クラブ管理事業、スクールソーシャルワーカー派遣、 

ふれあい教室（適応教室）の設置、補導事業、青少年相談 

障がい児・者発達支援庁内連絡会、通所支援事業、青少年問題協議会 
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(3)経済的困難を抱える子ども等への支援の充実 

 

①「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づいて実施される施策を子どもや若者

の自殺対策としても取り組みます。 

○主な事業 

 

 

 

 

(4)ICTを活用した若者へのアウトリーチの強化 

 

①支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係る情報を得ることができるように

するため、SNSやインターネット等の ICT（情報通信技術）を活用し、国や県、市の発

信する情報や相談窓口の周知を図ります。 

 

(5)若者自身が身近な相談者になるための取組 

  

①支援機関の窓口のみでなく、友人など身近な者が相談しやすい相手となるように、悩

みへの気づきと悩み等を打ち明けられた時の対応力の向上を図ります。 

○主な事業 

 

 

 

(6)社会全体で若者の自殺のリスクを低減させるための取組 

 

①若者への支援は、原因・動機や若者の立場に関する諸施策とともに実行していく必要

があり、社会全体で若者の自殺のリスクを低減させるための取組を進めます。 

○主な事業 

 

 

 

 

 

 

  

子どもの学習支援事業、保育所への入所事務、保育料徴収事務、 

内職・女性就労相談、住宅セーフティーネット事業 

ゲートキーパー養成講座、出前講座 

自殺対策連絡協議会（仮称）の開催の検討、自殺対策庁内連絡会、母子保健事業、

みしまおうちごはんの日啓発事業、民生・児童委員活動、 

ようこそ三島で子育て応援事業、DV防止啓発活動、居場所の提供・見守り、 

地域コミュニティ連絡会 
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４ 評価目標 

 

基本施策１ 

地域におけるネットワークの強化 

指標 現状 目標 担当課 

自殺対策連絡協議会（仮称）の設

置 
― 設置 健康づくり課 

 

基本施策２ 

自殺対策を支える人材の育成 

指標 現状 目標 担当課 

ゲートキーパー養成数 
1,595人 

（平成 29年度実績） 
1,700人 健康づくり課 

 

基本施策３ 

市民への啓発と周知 

指標 現状 目標 担当課 

自殺予防週間、自殺対策強化月

間での普及啓発事業の開催 
９事業 １１事業 健康づくり課 

※現状 9事業：(9月)街頭キャンペーン、広報みしま、市役所掲示、ハローワーク啓発、 

(3月)広報みしま、市役所掲示、図書館企画展、保健委員会回覧、FMみしま・かんなみ 

 

基本施策４ 

生きることの促進要因への支援 

指標 現状 目標 担当課 

精神保健に関する相談の実施 

（電話・面接・訪問・メール等） 

704人 

（平成 29年度実績） 
継続実施 健康づくり課 

 

基本施策５ 

児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

指標 現状 目標 担当課 

SOS の出し方に関する教育の実

施率 ― 

全ての公立中

学校で 1度は

実施 

健康づくり課 

学校教育課 
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第５章 推進体制 

１ 計画の周知 

 本計画を推進していくために、広報や市ホームページを通じて、広く市民に計画内容の周

知を行います。また、健康づくりの各種事業やイベント等の機会を通じて、本計画内容の周

知を行うとともに、市民一人ひとりが自殺対策への重要性を理解し、できることから取組を

行えるよう支援していきます。 

 

２ 推進体制 

 本計画を推進していくために、関係所属長で組織する三島市自殺対策庁内連絡会におい

て、本市における総合的な自殺対策を推進し、本計画の進捗状況を管理します。 

また、学識経験者や保健医療関係者等で組織している三島市健康づくり条例第14条第1

項で規定する三島市健康づくり推進協議会において、各機関の連携を強化し、各分野での

課題への取組や進行状況の確認を行います。 

さらに、関係団体及び市で構成する自殺対策連絡協議会（仮称）において、社会全体で

の取り組みを推進します。 

 

３ 進行管理 

 計画の着実な推進を図るため、施策の実施状況や評価目標の達成状況を「三島市自殺対

策庁内連絡会」及び「自殺対策連絡協議会（仮称）」に報告し、計画・実行・点検（評

価）・見直しを行っていきます。 
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